
代
表
者
会
議

実
務
者
会
議

個
別
ケ
ー
ス
会
議

子育て世代包括支援センター

保育園

小・中学校

民生児童委員

医療機関

警察

子育て支援センター

中濃子ども相談センター

家族・親戚

子ども家庭総合支援拠点

白川町児童虐待・DV等

予防対策地域協議会事務局
（要保護児童対策調整機関）

教育委員会 子育て支援係

中濃子ども相談センター

緊急を要する場合、子どもの安全確保を行う。

１．事態の危険度
や緊急度の判断

２．緊急でなくとも

検討を要する場合
の個別ケース会議
開催の判断

３．会議の招集メン
バー（機関）の決定
．

個
別
ケ
ー
ス
会
議
に
て
話
し
合
わ
れ
た
方
向

性
を
も
と
に
各
関
係
機
関
・
職
種
が
役
割
分

担
し
子
ど
も
と
そ
の
家
族
に
対
し
て
適
切
な

支
援
を
行
う
。

地域住民 関係機関

児童虐待・DV
等予防対策
地域協議会

関
係
機
関
と
の

連
携
に
よ
る
支
援

主任児童委員

通報

連絡

相談

こども発達支援教室

子ども家庭支援センター

保健センター

相談 通告


